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土砂搬入禁止区域の指定について

 さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例（平成１４年条例第１０４号。以下

「条例」という。）に基づき、土砂搬入禁止区域の指定を行いました。

１ 指定した区域

   さいたま市岩槻区大字岩槻字箕輪下３８３２番、３８３３番１、同区大字慈恩

寺字入山８３３番３、同区大字裏慈恩寺字蓮台１６１４番１、１６１４番４、同

区大字浮谷字石神６９９番１、７００番、７０１番、同区大字平林寺字前原９８

番及び９９番１

２ 指定した期間

令和３年１０月１日から令和４年３月３１日まで

３ 指定の理由

上記の区域において条例に基づく許可を得ずに土砂のたい積が行われており、土

砂の堆積が継続されることにより、人の生命、身体又は財産を著しく害するおそれ

があると認められるため。

４ 留意事項

   条例第２２条の規定により、土砂搬入禁止区域には何人も土砂を搬入してはな

らず、違反した者は条例第３１条の規定により６月以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処す場合がある。

記者発表資料

令和３年１０月１日（金）

問い合わせ先：産業廃棄物指導課

課長：栄田

担当：斉藤、阿井

電話：８２９－１６０９

内線：４６３１


